
令和６年度 岡山県日本型直接支払等推進委員会 次第 

 

日時：令和６年８月６日(火) 13:30～16:00  

場所：アークホテル岡山 ２階 葵    

 

１ 開  会 

 

２ 挨  拶 

 

３ 協議事項 

(１) 多面的機能支払交付金の令和５年度実施状況について 

 

 

(２) 中山間地域等直接支払交付金の令和５年度実施状況について 

  

 

(３) 環境保全型農業直接支払交付金の令和５年度実施状況について 

 

 

 

４ 閉  会 

 



 

傍  聴  要  領  

 

 

 

岡山県日本型直接支払等推進委員会 

 

１ 傍聴する場合の手続 

（１）会議の傍聴を希望する方は、会議の開会予定時刻１５分前までに、会場受付で

氏名及び住所を記入し、事務局の指示に従って会場に入室してください。 

（２）傍聴の受付は、先着順で行い、定員になり次第、受付を終了します。 

 

２ 会議の秩序の維持 

（１）傍聴者は、会議を傍聴するにあたっては、係員の指示に従ってください。 

（２）傍聴者が会議の傍聴をする場合に守っていただく事項に違反したときは、注意

し、なおこれに従わないときは退場していただくことがあります。 

 

３ 会議を傍聴する場合に守っていただく事項 

傍聴者は、会議を傍聴する際は、次の事項を守ってください。 

（１）会議開催中は、静粛に傍聴し、拍手その他の方法により、言論に対して公然と

可否を表明しないこと。 

（２）騒ぎ立てる等、議事を妨害しないこと。 

（３）会場において、飲食又は喫煙を行わないこと。 

（４）会場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。 

（５）その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。 
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令和６年８月６日 13:30～16:00   
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岡山県日本型直接支払等推進委員会設置要領 
 
（目的） 
第１条 本県における日本型直接支払制度(多面的機能支払、中山間地域等直接支払 
及び環境保全型農業直接支払)の実施及び農業振興地域制度の運営に当たり、透明
性を確保し、明確かつ客観的な基準の下に適正な執行を行うため、岡山県日本型直
接支払等推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 
（所掌事務） 
第２条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。 
 (1) 多面的機能支払制度に係る事項 
  ア 交付金の実行状況の点検、対象組織の取組の評価等に関すること。 
  イ 活動組織の取組状況の評価及び指導助言に関すること。 
 (2) 中山間地域等直接支払制度に係る事項 
  ア  交付金の実行状況の点検に関すること。 
  イ 市町村における地域指定状況の評価に関すること。 
  ウ 知事の定める特認基準についての検討等に関すること。 
 (3) 環境保全型農業直接支払制度に係る事項 
  ア 交付金の実行状況の点検に関すること。 
  イ 農業者団体等の取組の評価及び指導助言に関すること。 
 (4) 農業振興地域制度に係る事項 

 岡山県農業振興地域整備基本方針の作成(変更)への意見に関すること。 
 (5) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項に関する   
こと。 

 
（委員の構成） 
第３条 委員会は、次の区分の委員８名以内で構成する。 
  (1) 学識経験者 
  (2) マスコミ関係者 
  (3) 経済・消費者団体関係者等 
 
（委員の任期） 
第４条 委員の任期は、５年間とする。 
２ 委員が都合により辞任した場合、必要に応じ、委員会の同意により、委員を補充 
するものとし、その場合の任期は前任者の残任期間とする。 

 
（委員長） 
第５条 委員会に委員長を置き、委員の互選により決定する。 
２ 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。 
３ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理 
する。 

 
（会議） 
第６条 委員会は必要に応じて召集し、委員長が議長を務める。 
 
（事務局） 
第７条 事務局は岡山県農林水産部農村振興課内に置く。 
 
（その他） 
第８条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は委員会において 
別に定める。 

 
   附 則 
  この要領は、平成２７年４月１３日から施行する。 
   附 則 
 この要領は、令和２年４月１日から施行する。  



岡山県日本型直接支払等推進委員会委員名簿  
 
                                                          令和６年４月現在 
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    (工学部) 

 

 

 

駄田井 久 
岡山大学大学院環境生命科学研究科・准教授 
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小松原 竜司 
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(一社)岡山県婦人協議会・副会長 

 

 

 

 

西村  宰 

 

  

(一財)岡山経済研究所・主任研究員 

 

 

 

 

※区分内で五十音順               任期：令和２年～６年度    
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中山間地域等直接支払交付金の概要 

 

中山間地域等直接支払制度は、中山間地域における多面的機能の維持・増進を図るため、

農業生産活動を通じて荒廃農地の発生を防止するなど、集落ぐるみの共同活動を行う農業者

等に対し交付金を交付する制度。 

 

１ 事業内容 

（１）実 施 期 間        令和２年度～令和６年度（第５期対策） 

（２）対 象 地 域        特定農山村法、山村振興法、棚田振興法、過疎法等の指定地域及び 

  知事指定地域 

（３）対象農用地   次の要件に該当する１ha 以上のまとまりのある農振農用地 

・急傾斜農用地（田 1/20 以上、畑等 15 度以上） 

・市町村長が必要と認めた緩傾斜農用地(田1/100以上､畑等８度以上)                               

（４）対 象 者  集落等で協定を締結し、５年間農業生産活動等を継続する農業者等 

（５）対 象 行 為                                           

ア  基礎単価 

集落協定に基づき、荒廃農地の発生防                  

止などの農業生産活動等を継続して実施 

イ  体制整備単価 

集落全体の将来像や課題、対策を示し                  

た集落戦略の作成 

区

分 

傾斜 

区分 

交付単価(10a当たり円) 

基礎単価 体制整備単価 

田 

 

急傾斜 16,800  21,000  

緩傾斜 6,400  8,000  

畑 

 

急傾斜 9,200  11,500  

緩傾斜 2,800  3,500  

 

２ 第５期の主な変更点 

  ア 体制整備単価の受給要件について、協定参加者の話合いをもとに集落全体の将来

像や課題、対策を明らかにする「集落戦略」を作成することに一本化。 

  イ 加算措置について、新たな人材の確保や生産性向上、他の集落内の対象農用地を

含めるなどの取組を対象とする加算を新設、拡充。 

  ウ 対象地域について「指定棚田地域」を追加し、加算措置に「棚田地域振興活動加

算」を新設。 

  エ 農業生産活動等の継続ができなくなった場合の遡及返還の対象農用地を協定農用

地全体から当該農用地に見直し。 

 

３ 実施状況の概要 

 
区 分 

 

 

協 定 締 結 数 集落協定

参加農業

者数(人) 

交付金交付面積 (ha)  
交付金額 
(百万円） 

 

 
 

 

うち 
基 礎 

単 価 

うち 
体制整 

備単価 

 
 

 

うち 
基 礎 

単 価 

うち 
体制整 

備単価 
 

令和５年度 
 

 

1,271 

 

220 

 

1,051 

 

18,258 

 

11,956 

 

1,418 

 

10,538 

 

1,855 

 

 

 

前年度比較 

 

13 

 

▲ 4 

 

  17 

 

 269 

 

112 

 

▲15 

 

126 

 

▲ 1 
 

令和４年度 
 

 

1,258 

 

224 

 

1,034 

 

17,989 

 

11,844 

 

1,433 

 

10,412 

 

1,856 

※単位未満四捨五入のため、計が一致しない場合がある。 



単位：件、人、ha、千円

うち
体制
整備

うち
体制
整備

うち
体制
整備

基礎
単価
面積

体制
整備
単価
面積
(B)

体制
整備

単価率
(B)/(A)

岡山市 45 32 4 4 49 36 733 292 33 325 64 261 80% 41,786 4,550 46,336

玉野市 1 1 17 5 5 5 499 499

備前市 11 7 11 7 151 75 75 21 54 72% 10,393 10,393

瀬戸内市 3 3 32 9 9 9 949 949

赤磐市 44 37 44 37 690 519 519 48 472 91% 91,857 91,857

和気町 33 13 33 13 391 193 193 126 67 35% 32,035 32,035

吉備中央町 162 162 14 14 176 176 2,089 1,599 117 1,715 1,715 100% 273,380 19,762 293,142

小計(7) 299 251 18 18 317 269 4,103 2,691 149 2,841 272 2,569 90% 450,900 24,313 475,212

倉敷市 4 4 28 10 10 10 1,568 1,568

笠岡市 5 5 5 5 91 18 18 18 100% 3,755 3,755

井原市 11 11 11 11 171 73 73 73 100% 14,512 14,512

総社市 11 8 11 8 156 73 73 22 52 70% 14,476 14,476

高梁市 118 93 4 2 122 95 1,307 843 31 874 148 726 83% 148,037 3,748 151,785

新見市 122 89 1 1 123 90 1,308 937 2 939 173 766 82% 127,390 405 127,795

浅口市 1 1 1 1 16 14 14 14 100% 1,454 1,454

矢掛町 12 7 12 7 190 79 79 19 60 76% 13,630 13,630

小計(8) 284 214 5 3 289 217 3,267 2,048 33 2,081 372 1,709 82% 324,822 4,153 328,975

津山市 139 137 3 3 142 140 2,323 1,555 10 1,565 19 1,546 99% 240,370 1,486 241,857

真庭市 163 89 163 89 2,616 1,515 1,515 581 934 62% 188,107 188,107

美作市 80 69 7 7 87 76 1,816 947 40 987 85 902 91% 134,476 3,425 137,901

新庄村 15 15 15 15 198 165 165 165 100% 25,280 25,280

鏡野町 99 97 99 97 883 538 538 10 528 98% 83,165 83,165

勝央町 9 9 9 9 144 47 47 47 100% 9,924 9,924

奈義町 19 19 19 19 720 614 614 614 100% 71,053 71,053

西粟倉村 14 14 14 14 213 106 106 106 100% 15,576 15,576

久米南町 35 32 35 32 722 642 642 32 610 95% 128,659 128,659

美咲町 82 74 82 74 1,253 855 855 49 806 94% 149,049 149,049

小計(10) 655 555 10 10 665 565 10,888 6,985 50 7,035 775 6,260 89% 1,045,659 4,911 1,050,571

 県計 (25) 1,238 1,020 33 31 1,271 1,051 18,258 11,724 232 11,956 1,418 10,538 88% 1,821,381 33,377 1,854,758

注）集落協定参加農業者数は延べ数。

　　単位未満四捨五入のため、計とその内訳の合計は一致しない場合がある。

計

(千円)
計

備
 

中

美
 

作

個別
協定

計

(ha)

(A)

集落
協定

個別
協定

集落
協定

備
 

前

令和５年度 市町村別実施状況

基本方針
策定市町村

協定数

集落協定
参加

農業者数

（人）

交付面積 交付金額

集落
協定

個別
協定
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１　協定の概要

 (1) 市町村促進計画の策定、協定締結市町村

協定締結
有
(25)

未締結
(0)

   注）「対象地域」は、直接支払の対象地域（全域又は一部）を有する市町村

 (2) 協定締結数

令和５年度中山間地域等直接支払制度の実施状況

区　　　　分

促進計画
策 定 済
(25)

対象
地域
(25)

　直接支払対象農用地を有する25市町村全てで市町村促進計画が策定され、協定に基づく
活動が実施されている。

市　　町　　村　　名

岡山市、玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、
吉備中央町、倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、
新見市、浅口市、矢掛町、津山市、真庭市、美作市、
新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、
美咲町

　－

－１－

非対象地域　　(2)

　協定締結数は、令和４年度に比べて１３協定(新規１４協定、廃止１協定)増加し、
1,271協定となった。市町村別で、集落協定等の締結数が最も多いのは、吉備中央町の176
協定で、次いで真庭市の162協定、津山市の142協定の順となっている。

早島町、里庄町

※（ ）はＲ４年度との対比
○ 協定締結市町村：２５市町村（増減なし）
○ 協 定 締 結 数：１,２７１協定 (１３協定増、１．０％増）
○ 交付金交付面積：１１,９５６ha（１１２ha増、０.９％増）
○ 交 付 金 額：１,８５５百万円（１百万円減、０.０５％減）
○ 集落協定の参加農業者：１８,２５８人（２６９人増、１.５％増）
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(3) 交付金交付面積

 (4) 交付金額  

－２－

　交付金額は、令和４年度と比べ1,333千円、0.05％減少し1,854,758千円となった。交付
金額が最も多いのは吉備中央町の293,142千円で、次いで津山市、真庭市、美咲町の順と
なっている。

  市町村別では、協定数の増加、体制整備単価の取組協定数の増加、加算の取組増加等か
ら津山市（4,657千円増）など7市町村で増加した。
　なお、各期対策４年目のうち最高に近い額となっており、主な要因は、前向きな取組
（体制整備単価及び各種加算）を維持しているためと考えられる。

　交付金交付面積は、令和４年度と比べ112ha増加し、11,956haとなった。
交付面積が最も多いのは、吉備中央町の1,715haで、次いで津山市1,565ha、真庭市
1,515haとなっている。市町村別では、津山市（68ha増）など8市町が増加した。
　なお、前期対策（第４期）の４年目（H30年度）に比べると215haの減となっており、主
な要因は高齢化等による集落リーダーの減少と考えられる。

年度
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(5) 協定参加者等

 

      集落協定参加者の内訳（25市町村）            個別協定経営形態別の内訳（６市町）

(6) 協定の平均的な姿

参加農業者
数(人)

交付面積
（ｈａ）

交付金額
（千円）

14.7 9.5 1,471

基礎単価 11.5 6.4 718

体制整備単価 15.4 10.1 1,632

7.0 1,011

14.4 9.4 1,459

　※交付金額は、個人配分と共同取組活動への配分額の合計

(7) 集落協定の規模別協定数
  ア　集落協定締結面積規模別

　個別協定の経営形態は、農地所有適格法人が15協定と多い。

区　　分 交付面積
（ａ）

交付金額
（千円）

協　　定　　平　　均 参加農業者平均

65

100集　落　協　定

101

個　別　協　定

全 協 定 平 均

64

  集落協定参加者は延べ19,093人で、その内訳としては農業者が最も多く18,258人で、令
和４年度から269人増加した。

－３－

56 62

66 106

  集落協定の締結面積規模別の集落協定数は、1,271協定のうち、５ha未満が479協定と約
5割を占め、面積規模の階層が大きくなるにつれて協定数は減少している。
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イ　交付金額別

ウ　協定参加者数別

  協定参加者数別の集落協定数は、1,271協定のうち、10人未満が524協定と約４割を占
め、参加者数が少ないほど体制整備単価（前向きな取組）の割合が少ない傾向にある。

－４－

  交付金額別の集落協定数は、1,271協定のうち、50万円以上100万円未満が362協定
(28.5%)と最も多く、次いで50万円未満が325協定(25.6%)となっている。100万円以上の協
定では交付金額の階層が高くなるにつれて、その数は減少する傾向にある。
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※（ ）はR4年度との比較
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167 (+33)

357 (+5)

255 (-2)

170 (+7)

177 (-2)

85 (-1)

32 (-2) 28 (-3)



（　 ）は前年度

交付面積 対象農用地面積 交付金額

(ha) (ha) （千円）

11,448 14,429 1,818,277

(11,344) (15,485) (1,822,560)

6,301 8,121 1,374,181

(6,300) (8,642) (1,380,643)

0 0 0

(0) (0) (0)

4,801 5,418 388,384

(4,709) (5,952) (387,755)

0 0 0

(0) (0) (0)

346 890 55,712

(335) (891) (54,162)

480 689 35,700

(472) (854) (32,746)

142 183 20,569

(141) (218) (16,983)

319 412 13,333

(312) (542) (13,976)

0 0 0

(0) (0) (0)

19 94 1,798

(19) (94) (1,786)

24 52 752

(24) (122) (756)

2 2 135

(2) (2) (135)

23 50 617

(23) (120) (621)

0 0 0

(0) (0) (0)

0 0 0

(0) (0) (0)

4 4 29

(4) (4) (29)

3 3 26

(3) (3) (26)

1 1 3

(1) (1) (3)

0 0 0

(0) (0) (0)

11,956 15,174 1,854,758

(11,844) (16,465) (1,856,091)

単位未満四捨五入のため、計とその内訳の合計は一致しない場合がある。

対象農用地面積は、対象農用地の基準に該当する農用地のうち市町村が促進計画に定めた農用地面積。

区　　　分

２　協定農用地の地目別・基準別の面積及び交付金額

８法内

８法外特認

８法内

田　①

高齢化率･
耕作放棄率

急傾斜地

小区画･
不整形

緩傾斜地

畑　②

－５－

緩傾斜地

急傾斜地

　計　①+②+③+④

草地　③

採草放牧地　④

８法内

８法外特認

緩傾斜地

８法外特認

高齢化率･
耕作放棄率

緩傾斜地

急傾斜地

８法外特認

急傾斜地

高齢化率･
耕作放棄率

８法内



３ 市町村別協定数・交付面積・交付金額等 
　（　　）はR4年度

単位：件、人、ha、千円

45 4 49 733 292 33 325 64 261 41,786 4,550 46,336

1 0 1 17 5 0 5 5 0 499 0 499

11 0 11 151 75 0 75 21 53 10,393 0 10,393

3 0 3 32 9 0 9 9 0 949 0 949

44 0 44 690 519 0 519 48 472 91,857 0 91,857

33 0 33 391 193 0 193 126 67 32,035 0 32,035

162 14 176 2,089 1,599 117 1,715 0 1,715 273,380 19,762 293,142

299 18 317 4,103 2,691 149 2,841 272 2,569 450,900 24,313 475,212

4 0 4 28 10 0 10 10 0 1,568 0 1,568

5 0 5 91 18 0 18 0 18 3,755 0 3,755

11 0 11 171 73 0 73 0 73 14,512 0 14,512

11 0 11 156 73 0 73 22 52 14,476 0 14,476

118 4 122 1,307 843 31 874 148 726 148,037 3,748 151,785

122 1 123 1,308 937 2 939 173 766 127,390 405 127,795

1 0 1 16 14 0 14 0 14 1,454 0 1,454

12 0 12 190 79 0 79 19 60 13,630 0 13,630

284 5 289 3,267 2,048 33 2,081 372 1,709 324,822 4,153 328,975

139 3 142 2,323 1,555 10 1,565 19 1,546 240,370 1,486 241,857

163 0 163 2,616 1,515 0 1,515 581 934 188,107 0 188,107

80 7 87 1,816 947 40 987 85 902 134,476 3,425 137,901

15 0 15 198 165 0 165 0 165 25,280 0 25,280

99 0 99 883 538 0 538 10 528 83,165 0 83,165

9 0 9 144 47 0 47 0 47 9,924 0 9,924

19 0 19 720 614 0 614 0 614 71,053 0 71,053

14 0 14 213 106 0 106 0 106 15,576 0 15,576

35 0 35 722 642 0 642 32 610 128,659 0 128,659

82 0 82 1,253 855 0 855 49 806 149,049 0 149,049

655 10 665 10,888 6,985 50 7,035 775 6,260 1,045,659 4,911 1,050,571

1,238 33 1,271 18,258 11,724 232 11,956 1,418 10,538 1,821,381 33,377 1,854,758

注）集落協定参加農業者数は延べ数である。
　　単位未満四捨五入のため計とその内訳の合計は一致しない場合がある。
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(11)
備前市
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(44)
赤磐市

(9)(32)(3)(0)(3)
瀬戸内市
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(195)(372)(33)(0)(33)
和気町

(298)
小 計 (7)

(1,719)(118)(1,601)(2,046)(176)(14)(162)
吉備中央町

基本方針
策定市町村

協 定 数
集落協定

参加
農業者数

交 付 面 積 交 付 金 額

集落
協定

個別
協定

計 集落協定
個別
協定

計 集落協定 個別協定 計基　　　礎
単価面積

体制整備
単価面積

(310) (65) (245) (40,510) (4,101) (44,610)

(2,686)(4,036)(315)

玉野市
(1) (0) (1) (15) (5)

(17)

(0) (5) (5) (0) (499) (0) (499)

(21) (53) (10,399) (0) (10,399)

(0) (9) (9) (0) (949) (0) (949)

(48) (472) (92,332) (0) (92,332)

(0) (195) (129) (66) (32,222) (0) (32,222)

(0) (1,719) (276,388) (20,038) (296,426)

(146) (2,832) (276) (2,556) (453,299) (24,138) (477,437)

備
 

中

倉敷市
(4) (0) (4) (28) (10) (0) (10) (10) (0) (1,573) (0) (1,573)

笠岡市
(5) (0) (5) (91) (18) (0) (18) (0) (18) (3,741) (0) (3,741)

井原市
(11) (0) (11) (170) (72) (0) (72) (0) (72) (14,471) (0) (14,471)

総社市
(10) (0) (10) (143) (68) (0) (68) (22) (46) (13,361) (0) (13,361)

高梁市
(116) (4) (120) (1,321) (842) (31) (874) (173) (701) (147,224) (3,748) (150,971)

新見市
(121) (1) (122) (1,290) (933) (2) (935) (171) (764) (128,162) (405) (128,568)

浅口市
(1) (0) (1) (16) (14) (0) (14) (0) (14) (1,454) (0) (1,454)

矢掛町
(12) (0) (12) (190) (79) (0) (79) (19) (60) (13,641) (0) (13,641)

小 計 (8)
(280) (5) (285) (3,249) (2,036) (33) (2,069) (394) (1,675) (323,627) (4,153) (327,780)

美
 

作

津山市
(135) (3) (138) (2,224) (1,487) (10) (1,497) (18) (1,479) (235,714) (1,486) (237,200)

真庭市
(162) (0) (162) (2,545) (1,500) (0) (1,500) (568) (932) (188,659) (0) (188,659)

美作市
(80) (5) (85) (1,799) (943) (31) (974) (85) (890) (134,120) (2,643) (136,763)

新庄村
(15) (0) (15) (198) (165) (0) (165) (0) (165) (25,280) (0) (25,280)

鏡野町
(99) (0) (99) (883) (539) (0) (539) (10) (529) (83,548) (0) (83,548)

勝央町
(9) (0) (9) (143) (47) (0) (47) (0) (47) (9,924) (0) (9,924)

奈義町
(19) (0) (19) (720) (614) (0) (614) (0) (614) (71,838) (0) (71,838)

西粟倉村
(14) (0) (14) (211) (107) (0) (107) (0) (107) (15,635) (0) (15,635)

久米南町
(35) (0) (35) (750) (646) (0) (646) (33) (613) (130,370) (0) (130,370)

美咲町
(82) (0) (82) (1,231) (852) (0) (854) (49) (805) (151,656) (0) (151,656)

小 計 (10)
(650) (8) (658) (10,704) (6,903) (41) (6,943) (763) (6,181) (1,046,744) (4,130) (1,050,874)

県 計 (25)
(1,228) (30) (1,258) (17,989) (11,624) (220) (11,844) (1,433) (10,412) (1,823,670) (32,421) (1,856,091)

－６－



単位：件

協定数 協定数

うち加算措置

岡山市 45 13 32 1 4 4 49 13 36 1

玉野市 1 1 1 1

備前市 11 4 7 11 4 7

瀬戸内市 3 3 3 3

赤磐市 44 7 37 1 2 44 7 37 1 2

和気町 33 20 13 2 33 20 13 2

吉備中央町 162 162 9 9 14 15 14 14 5 176 176 9 9 14 20

小 計 (7) 299 48 251 9 10 17 17 18 18 5 317 48 269 9 10 17 22

倉敷市 4 4 4 4

笠岡市 5 5 1 5 5 1

井原市 11 11 1 1 1 11 11 1 1 1

総社市 11 3 8 11 3 8

高梁市 118 25 93 9 9 4 2 2 122 27 95 9 9

新見市 122 33 89 2 3 4 5 1 1 123 33 90 2 3 4 5

浅口市 1 1 1 1

矢掛町 12 5 7 1 12 5 7 1

小 計 (8) 284 70 214 2 4 15 16 5 2 3 289 72 217 2 4 15 16

津山市 139 2 137 1 2 10 8 3 3 142 2 140 1 2 10 8

真庭市 163 74 89 1 6 3 7 3 163 74 89 1 6 3 7 3

美作市 80 11 69 3 3 7 7 87 11 76 3 3

新庄村 15 15 15 15

鏡野町 99 2 97 1 3 2 99 2 97 1 3 2

勝央町 9 9 9 9

奈義町 19 19 2 19 19 2

西粟倉村 14 14 1 14 14 1

久米南町 35 3 32 5 1 5 6 3 35 3 32 5 1 5 6 3

美咲町 82 8 74 3 6 5 8 82 8 74 3 6 5 8

小 計 (10) 655 100 555 10 12 16 36 24 10 10 665 100 565 10 12 16 36 24

1,238 218 1,020 10 23 30 68 57 33 2 31 5 1,271 220 1,051 10 23 30 68 62
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５　集落協定における農業生産活動等の実施状況（基礎単価が交付される活動）

 (1) 集落マスタープランの内容

①　機械・農作業の共同化等営農組織の育成

③　農業生産条件の強化

(164)

(11.6%)

(10.7%)

(2.4%)

(1.2%)

(13.4%)

2.5%

将来像を実現するための活動方策
　共同で支え合う集団的かつ持続可能な体制整備に取り組んだ協定が980協定
(79.2%)と最も多く、次いで機械・農作業の共同化等営農組織の育成が159協定
(12.8%)となっている。
　「その他」の活動項目は、主に、担い手の確保、鳥獣被害防止対策等である。

⑩　その他

133

31

13

(18)

(142)

(131)

0.1%

10.7%

－８－

4.2%

(0.0%)

52

⑧　消費・出資の呼び込み

(4.3%)

(1.1%)

(1.5%)

(13)

全協定に占める割合

980⑨　共同で支え合う集団的かつ持続的な体制整備

協　定　数活 動 項 目

(79.3%)

(0)

79.2%

1.1%

18

13

(29)

(15)

⑦　地場産農産物等の加工・販売

1

(974)

(53)

1.1%

②　高付加価値型農業

④　担い手への農地集積

12.8%159

1.5%

11.7%145⑤　担い手への農作業の委託

⑥　新規就農者等による農業生産

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① 機械・農作業の共同化等営農組織の育成

② 高付加価値型農業

③ 農業生産条件の強化

④ 担い手への農地集積

⑤ 担い手への農作業の委託

⑥ 新規就農者等による農業生産

⑦ 地場産農産物等の加工・販売

⑧ 消費・出資の呼び込み

⑨ 共同で支え合う集団的かつ持続的な体制整備

⑩ その他

表中の（ ）はR4年度。R5全集落協定は1,238協定



 (2) 耕作放棄の防止等の活動

①賃借権設定・農作業の委託

③既荒廃農用地の保全管理　

⑤柵、ネット等の設置(鳥獣被害防止対策等)

⑥限界的農地の林地化

⑦簡易な基盤整備

⑧担い手の確保

⑨地場農産物の加工・販売

⑩その他（土地改良事業、災害復旧、地目変更等）

 (3) 水路・農道等の管理活動

①水路管理

②農道管理

③その他施設の管理

②既荒廃農用地の復旧・林地化・畜産的利用

④農地の法面管理

15

0.2%

5.7%

0.8%

(1.2%)1.2%

－９－

(23.4%)

(0.7%)

(5.5%)

(62.0%)

(70.0%)

23.3%

71.4%

799 (761) 64.5%

289 (287)

(9)10

(68)

3

0.5%

1,234

(0.2%)

(2.9%)

(0.2%)

39

4

3.2%

0.3%

　柵、ネット等の設置（鳥獣被害防止対策等）を実施した協定が884協定(71.4%)
と最も多く、次いで、農地の法面管理799協定(64.5%)、賃借権設定・農作業の委
託289協定(23.3％)の順となっている。

活 動 項 目 協 定 数 全協定に占める割合

(3)

884 (859)

(2)

6

71

37 (36)

協 定 数

(15)

1,228

(99.9%)

3.0%

99.2%

全協定に占める割合

(99.0%)

(37)

(3)

(3.0%)

(0.2%)

(1,216)

　水路管理及び農道管理活動については、ほとんどの協定が実施した。

活 動 項 目

99.7%(1,227)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①賃借権設定・農作業の委託

②既荒廃農用地の復旧・林地化・畜産的利用

③既荒廃農用地の保全管理

④農地の法面管理

⑤柵、ネット等の設置(鳥獣被害防止対策等)

⑥限界的農地の林地化

⑦簡易な基盤整備

⑧担い手の確保

⑨地場農産物の加工・販売

⑩その他（土地改良事業、災害復旧、地目変更等）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①水路管理

②農道管理

③その他施設の管理

表中の（ ）はR4年度。R5全集落協定は1,238協定

表中の（ ）はR4年度。R5全集落協定は1,238協定



 (4) 多面的機能を増進する活動

①周辺林地の下草刈

②土壌流亡に配慮した営農

③棚田オーナー制度

④市民農園等の開設・運営

⑤体験民宿(ｸﾞﾘｰﾝ･ﾂｰﾘｽﾞﾑ)

⑥景観作物の作付け

⑦魚類・昆虫類の保護

⑧鳥類の餌場の確保

⑨粗放的畜産

⑪その他活動

(12)

(11)

(84)

⑩堆きゅう肥の施肥、拮抗作物
の利用、合鴨・鯉の利用、輪作
の徹底、緑肥作物の作付

－１０－

7 0.6%(9)

自然生態系の
保全に資する
取組

(1.0%)12

0.9%

(0.7%)

保健休養機能
を高める取組

(0.2%)

146

(0.9%)

(0.8%)10

11

1 0.1%

5

活 動 項 目

2

(11.6%)11.8%

85.4%

3

1,057国土保全機能
を高める取組

0.2%

0.2%

全協定に占める割合

(85.7%)

(0.2%)

(0.4%)

　周辺林地の下草刈を実施した協定が1,057協定(85.4％)と最も多く、次いで、景
観作物の作付け146協定(11.8％)、堆きゅう肥の施肥等83協定(6.7％)の順になっ
ている。

協　定　数

(3)

(0.1%)

(1,053)

(5) 0.4%

(2)

(143)

(1)

1.0%

(6.8%)83

(10) 0.8%

6.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①周辺林地の下草刈

②土壌流亡に配慮した営農

③棚田オーナー制度

④市民農園等の開設・運営

⑤体験民宿(ｸﾞﾘｰﾝ･ﾂｰﾘｽﾞﾑ)

⑥景観作物の作付け

⑦魚類・昆虫類の保護

⑧鳥類の餌場の確保

⑨粗放的畜産

⑩堆きゅう肥の施肥、拮抗作物の利用、合

鴨・鯉の利用、輪作の徹底、緑肥作物…

⑪その他活動

表中の（ ）はR4年度。R5年度全集落協定は1,238協定



 (1) 集落戦略の作成状況

集落において作成中

要件を全て満たす集落戦略が市町村に提出済み

 (2) 集落戦略作成に向けた活動状況

(41.3%)

618 (332)

723 (415)

－１１－

362 (266)

60.6% (33.0%)

40.0% (19.9%)

35.5% (26.4%)

(53.7%)

６　集落協定における農業生産活動等の体制整備の実施状況(体制整備単価が交付される活動)

628 (551)

全体制整備単価
協定に占める割合

61.6% (54.8%)

集落から市町村に提出があり、市町村から指導助言を実
施中

408 (200)

作成状況

作成状況 協 定 数

250 (540)

　体制整備単価が交付される要件である集落戦略の作成に取り組んだ1,020（R4年度
1006）集落協定中、市町村からの指導助言を実施中の集落が408協定(40.0%)と最も多く
なっている。

全体制整備単価
協定に占める割合

24.5%

　集落戦略を作成するための地域での話合いは、628協定で実施され、昨年度に比べて
増加した。さらに、各種地図の作成については、大幅に増加しており、特に農地保全活
動等を実施する範囲を記載した地図の作成について、723協定（70.9%）が実施した。

協 定 数

話合いを実施した協定数

年齢階層別、後継者の状況が把握できる地図の作成

農地保全活動等を実施する範囲等を記載した地図の作成 70.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

集落において作成中

集落から市町村に提出があり、市町村から指導助言を実施中

要件を全て満たす集落戦略が市町村に提出済み

表中の（ ）はR4年度。R5年度の集落戦略取組協定は1,020協定

表中の（ ）はR4年度。R5年度集落戦略取組協定は1,020協定



（3）提出済みの集落戦略の内容

ア) 協定農用地の将来像を踏まえた集落の現状

イ) 集落の現状を踏まえた対応の方向性

(49)

(70)

(26)

⑪集落の自治（コミュニティ）機能の強化

⑤農産物の高付加価値化により所得の向上を図る

⑥新たな作物の導入により所得の向上を図る

⑦省力化技術の導入や外注化等により労働負担の軽減を
図る

⑧耕作継続が困難な農用地の林地化

－１２－

60

(21)

(11)

(193)

(51)

28.2%(153)

124

19

⑫その他

⑨放牧利用による農用地の管理

⑩鳥獣被害防止対策の実施

77

④基盤整備等により耕作条件を改善

250

(13.1%)

(11)

提出された集落戦略
のうち占める割合

協定数

16.1%

3.2%25

217

(103)

2.5%

①担い手が確保できており、耕作を継続 (181)

(78)

(75)

(15)

(20)

項　目

①耕作放棄の懸念はなく、集落の課題もないことから、
対策は不要

②協定内で担い手を育成・確保

③協定外で担い手を確保

43.1%

集落戦略の提出があった770（R4年度466）協定中、集落の対応の方向性として、鳥獣
被害防止対策の実施と回答した協定が250協定(32.5%)と最も多く、次いで協定内で担い
手を確保・育成と回答した協定が217協定(28.2%)となった。また、その他として、農業
法人や他の協定と連携する等の組織間連携に関する回答が多かった。

⑨その他

(129)

12.5%

(22.1%)

(32.8%)

(61)96

20

390

305

86

314

⑦鳥獣被害が深刻であり、耕作意欲が減退している

②担い手が確保できているが、全ての委託希望は受けら
れない

④耕作を継続したいが、耕作条件の悪い農地がある

⑤耕作を継続したいが、農業所得が低い

⑥耕作を継続したいが、法面や水路・農道等の管理が過
重な負担となっている

314

(2.8%)

(2.4%)

⑧集落の自治（コミュニティ）機能が低下しており、生
活に支障・不安が生じている

305

39.6%

11.2%

40.8%

39.6%

40.8%

(13)

提出された集落戦略
のうち占める割合

協定数

集落戦略の提出があった770（R4年度466）協定中、集落の現状として、担い手が確保
できており、耕作を継続できると回答した協定が390協定(50.6%)と最も多く、次いで鳥
獣被害が深刻であり、耕作意欲が減退していると回答した協定が332協定(43.1%)となっ
た。

項　目

(16.7%)

50.6% (38.8%)

(16.1%)

332

39

(98)

(91)

(103)

③担い手が確保できていない

7.7%

3.6%

32.5%

(21.0%)

(19.5%)

(22.1%)

(27.7%)

5.1%

(3.2%)

2.6%

(4.3%)

(4.5%)

(15.0%)

(5.6%)

(2.4%)

(41.4%)

(10.9%)

(10.5%)

49

110

59

28

7.8%

6.4%

10.0%

23.6%

表中の（ ）はR4年度。R5年度までに提出のあった協定は770協定

表中の（ ）はR4年度。R5年度までに提出のあった協定は770協定



ウ) 具体的な対策に向けた検討

100

60

85

89

36

(191)

(56)

(31)

(57)

(58)

集落戦略の提出があった770(R4年度466)協定中、具体的な対策方針として、特に懸念
はなく、協定参加者で実施していくと回答した協定が217協定(28.2%)と最も多く、次い
で協定参加者だけでは検討が困難であり外部からの助言を得たいと回答した協定が99協
定(13.0%)となった。

項　目

①特に懸念はなく、協定参加者で実施していく

提出された集落戦略
のうち占める割合

協定数

28.2%217 41.0%

②協定参加者だけでは検討が困難であり外部
（県・市町村含む）からの助力を得たい

③他の協定との広域化を考えたい

④中山間地域等直接支払交付金の加算措置を活用
したい

13.0%

7.8%

11.0%

12.0%

6.7%

12.2%

－１３－

⑤対策に活用可能な補助事業等を紹介して欲しい

⑥その他

11.6%

4.7%(27)

12.4%

5.8%

表中の（ ）はR4年度。R5年度までに提出のあった協定は770協定

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①特に懸念はなく、協定参加者で実施していく

②協定参加者だけでは検討が困難であり外部（県・市町村

含む）からの助力を得たい

③他の協定との広域化を考えたい

④中山間地域等直接支払交付金の加算措置を活用したい

⑤対策に活用可能な補助事業等を紹介して欲しい

⑥その他



７  加算措置の取組状況（より積極的な取組に対する加算）

(1)協定数及び面積

10 23 28 66 57 184

228 451 423 1,311 462 2,875

８　集落協定における交付金の使用方法等

 (1) 交付金の配分状況

ア）協定数

イ）交付金額 （千円）

－１４－

　加算措置に延べ184協定が取り組み、このうち、生産性向上加算が66協定（35.9％）と
最も多い。
　取組面積は、生産性向上加算が1,311haと最も多く、ドローン、自動草刈り機、大型機
械の導入等による作業の省力化に取り組んでいる。また、423haで取り組まれた集落機能
強化加算は、高齢者の見回り体制の構築などコミュニティーの強化に取り組んでいる集
落が多い。

　集落協定への交付金を農業者と共同取組活動に配分した協定は1,088協定(87.9%)と最
も多く、全額を農業者に配分している協定が119協定(9.6%)、全額を共同取組活動に配分
している協定が31協定(2.5%)となっている。
　集落協定への交付金額は1,821,381千円で、その内、農業者個人への配分額は
1,168,986千円(64.2%)、共同取組活動への配分額は652,395千円(35.8%)となっている。

交付総額に占める割合 64.2% (64.3%) 35.8% (35.7%)

1,821,381 (1,823,670) 1,168,986 (1,161,193) 652,395 (662,477)

(8.8%) 87.9% (89.8%)

交付総額 農業者への個人配分額 共同取組活動への配分額

協定に占める割合 9.6% 2.5% (2.2%)

1,238 (1,228) 119 (113) 1,088 (1,093) 31 (32)

(2,846)

全集落協定数
全額を
農業者へ

農業者と共同
取組活動へ

全額を共同取組活
動へ

取組面積(ha) (228) (451) (413) (1,293) (461)

(185)取組協定数 (11) (23) (28) (66) (57)

加算種類
棚田地域振興
活動加算

集落協定
広域化加算

集落機能
強化加算

生産性向上加算
超急傾斜農
地保全管理
加算

計

表中の（ ）はR4年度

表中の（ ）はR4年度

表中の（ ）はR4年度



 (2) 共同取組活動への使用状況

①役員報酬

③道・水路管理費

⑤鳥獣被害防止対策費

⑥共同利用機械購入等費

⑦共同利用施設整備等費

⑧多面的機能増進活動費

⑨農産物の販売促進関係費

⑩その他

　交付金の使途は、役員の報酬への使用が1005協定(81.2％)と最も多く、次いで、
道・水路の維持管理に対する使用が657協定(53.1％)などの順になっている。
　また、取組協定当たりの平均支出額は、農産物の販売促進関係費が411千円と最も
多く、次いで共同利用機械購入費383千円、農地管理費281千円の順になっている。

53.1%

－１５－

1,005

(280)

全集落協定に
占める割合

(237)

(83)

取組協定当たり
平均支出額

(千円)

196

(412)

(234)

協 定 数

(998)

624

81.2%

28.5%

82(81.3%)

(39)69

(199)

(294)(50.7%)

9.0%

3.7%

(76)

(252)0.9%

(2.6%)

8552.0%

(32)

(364)

411(0.3%)

(623)

174(29.6%)

383

26.7%

(4)

231

(9.0%)

(630)

89

(53.5%)

(51.3%) 281

644

(11.2%)10.9%

(26.4%)

331

112

50.4%

11

46

活 動 項 目

(657)657

(324)

(110)

(137)

②研修会等費

④農地管理費

353

135

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①役員報酬

②研修会等費

③道・水路管理費

④農地管理費

⑤鳥獣被害防止対策費

⑥共同利用機械購入等費

⑦共同利用施設整備等費

⑧多面的機能増進活動費

⑨農産物の販売促進関…

⑩その他

交付金（共同取組活動）の使途

表中の（ ）はR4年度



                                        

                                        

                                        
                                        

                                        

【参　　　考】



中山間地域等直接支払制度(第５期対策:令和２～６年度)のあらまし 

 
                         

 中山間地域の農業は、農地を耕作することで国土の保全･洪水の防止･緑豊かな景観の形

成など、大切な役割を果たしています。 

 しかし、中山間地域は平地に比べて傾斜地が多く、まとまった農地も少ないことから生

産費がかさみ、耕作されずに荒れている農地が増えています。 

 この制度は、中山間地域で農業生産を営む農業者に対し、平地との生産費格差の一部を

国・県・市町村が共同で支払い、「適切な農地管理」「集落の共同活動」「将来の農業生

産活動の体制整備」などに活用することで、将来に豊かな農地と自然を守り伝えようとす

るものです。 

 

１ 対象となる地域  ☆対象地域は、市町村によって異なります。 

  (1)特定農山村法､山村振興法､過疎法､離島振興法、棚田地域振興法等で指定された地域 

  (2)知事が指定する特認地域で①に地理的に隣接する地域及び農林統計上の中山間地域 

 

２ 対象となる農地  

 対象となる地域内で、次のいずれかに該当する１ha 以上のまとまりのある農用地(農振

農用地区域内)が対象です。 

  (1)急傾斜農用地 

    傾斜が水田で１／２０以上、畑・草地・採草放牧地で１５度以上 

  (2)小区画・不整形な田 

     大多数が３０ａ未満で、平均が２０ａ以下 

  (3)市町村長の判断により対象となる農用地 

    ・緩傾斜農用地（田１／１００以上、畑等８度以上） 

    ・高齢化率・耕作放棄率の高い農用地 

 

農地のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ☆緩傾斜農用地､高齢化率･耕作放棄率の 
        高い農用地は、市町村により扱いが異 
      なります｡ 

 

 



 

３ 主な交付単価 （10a 当たり）  

地目 傾斜区分 基礎単価 体制整備単価 ☆草地、採草放牧地も対象

となります。 
☆面積には､畦畔･法面も

含みます｡ 
☆｢小区画･不整形な田｣ 

｢高齢化率･耕作放棄率

の高い農用地｣の単価は

緩傾斜と同じです。 

田 
急傾斜(1/20以上) １６,８００円 ２１,０００円 

緩傾斜(1/100～1/20)等 ６,４００円 ８,０００円 

畑 
急傾斜(15度以上) ９,２００円 １１,５００円 

緩傾斜(８度～15度)等 ２,８００円 ３,５００円 

 

４ 対象者  

 集落協定又は個別協定に基づいて、５年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等

が対象です。 

   ・農業者   ・生産組織   ・第３セクター   ・農地所有適格法人 等 

 

５ 実施期間  

 令和２～６年度 

 

６ 対象となる活動   

 集落協定又は個別協定に基づいて、５年間以上継続される農業生産活動等 

 

 ◎基礎単価が交付される活動 

区           分 具体的に取り組む行為 

必

須

事

項 

農業生産活動等 

（右の全ての項目

を実施） 

 

 

 

集落マスタープランの作成 

 

 集落の目指すべき将来像とその実現に向けた

活動方策及び目標等の計画策定 

耕作放棄の防止等の活動 

 

 

 

 適正な農業生産活動を通じた耕作放棄の防止、

荒廃農地の復旧や畜産的利用、高齢農家･離農者

の農用地の貸借権設定、法面保護･改修、鳥獣被

害の防止、林地化等 

水路、農道等の管理活動  適切な施設の管理･補修（泥上げ、草刈り等） 

選

択

的

必

須

事

項 

多面的機能を増

進する活動 

（右の項目の中

から１つ以上選

択） 

 

 

国土保全機能を高める取組 

 

 土壌流亡に配慮した営農の実施、農用地と一体

となった周辺林地の管理等 

保健休養機能を高める取組 

 

 景観作物の作付け、市民農園･体験農園の設置

、棚田オーナー制度、グリーンツーリズム 

自然生態系の保全に資する取

組 

 

 魚類･昆虫類の保護(ビオトープの確保)、鳥類

の餌場の確保、粗放的畜産、環境の保全に資する

活動 

 

 

 



  ◎体制整備単価が交付される活動 （基礎単価が交付される活動に加えて実施） 

要件 活動項目 活  動  内  容 活動の水準 備考 

必 

須 

事 

項 

 

 

 

 

 

 

集落戦略の作

成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 協定農用地の将来像並びに協定農用地を含む集

落全体の将来像、課題及び対策について農業者の年

齢階層別の就農状況や後継者の確保状況が把握で

きる地図を活用し、協定参加者で話し合いを行い作

成する。 

①協定農用地の将来像 

②協定農用地の将来像を踏まえた集落の現状 

③集落の現状を踏まえた対策の方向性 

④具体的な対策に向けた検討 
⑤今後の対策の具体的内容及びスケジュール 
⑥農業生産活動等の継続のための支援体制 

中間年（令和４年度）

を目途に作成。 

その後も話し合いに

より毎年見直し。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

◎加算単価が交付される活動(体制整備単価の要件を満たしている協定に適用される) 

加算の種類 加算の概要 加算金の適用 
加算単価 

(10a当たり） 
留意事項 

棚田地域振興活動

加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 認定棚田地域振興活動計画（認定計

画）に基づき、棚田地域の振興を図る

取組を行う。 

【目標】ア～ウの全てに定量的な目標

設定を行う。（棚田の価値を活かした

活動、集落機能強化及び生産性向上の

目標を含めること） 

ア：棚田等の保全に関する目標 

イ：棚田等の保全を通じた多面にわた

る機能の維持・発揮に関する目標 

ウ：棚田を核とした棚田地域の振興に

関する目標 

認定計画に位置

づけられている

棚田等で田1/20

畑15度以上の傾

斜がある農用地

面積に加算 

※勾配が田1/10

以上、畑20度以

上の場合は超急

傾斜単価を適用 

（R4拡充） 

 

 

田：10,000円 

畑：10,000円 

 

田（超急傾斜） 

14,000円 

畑（超急傾斜） 

14,000円 

 

 

 

 

 

 

超急傾斜、集

落機能強化、

生産性向上

との重複は

不可。 

 

県第三者委

員会で目標

の妥当性を

協議 

 

 

超急傾斜農地保全

管理加算 

 

 

 

 

 

 

 超急傾斜農地の保全等の取組を行

う。 

【目標】ア、イの全てに定量的な目標

設定を行う。 

ア：超急傾斜農地の保全 

イ：超急傾斜農地で生産される農作物

の販売促進等 

勾配が田1/10以

上、畑20度以上

の農用地面積に

加算 

 

 

田：6,000円 

畑：6,000円 

 

 

 

 

基礎単価で

も取組可能 

 

 

 

 

集落協定広域化加

算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 他の集落内の対象農用地を含めて

協定を締結して、当該協定に基づく活

動において主導的な役割を担う人材

を確保した上で取組を行う。 

【目標】 

ア：単年の取組の場合 

 主導的な役割を担う人材確保 

イ：複数年の取組の場合 

 人材確保に加えて、広域化後の協定

で達成する目標の設定 

集落協定農用地 

の全てに加算 

 

 

 

 

 

 

 

対象地目全て

について3,000

円 

 

※１協定当た

り 

200万円が限度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



加算の種類 加算の概要 加算金の適用 
加算単価 

(10a当たり） 
留意事項 

集落機能強化加算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新たな人材の確保や集落機能（営農

に関するもの以外）を強化する取組を

行う。 

・インターンシップ、営農ボランティ

ア、農福連携 

・コミュニティサロンの開設 

・地域自治機能強化活動（高齢者の見

回り、送迎、買物支援等） 

【目標】定量的な目標を１つ以上設定 

 

集落協定農用地

の全てに加算 

 

 

 

 

 

 

 

対象地目全て

について3,000

円 

 

※１協定当た

り200万円が限

度 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

生産性向上加算 

 

 

 

 

 

 

 

 生産性向上を図る取組を行う。 

・農産物のブランド化、加工、販売 

・担い手への農地集積、集約、農作業

の委託 

・機械、農作業の共同化 

・農作業の省力化 

【目標】定量的な目標を１つ以上設定 

 

集落協定農用地

の全てに加算 

 

 

 

 

 

 

対象地目全て

について3,000

円 

 

※１協定当た

り200万円が限

度 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

     ※加算を複数選択する場合は、上乗せする加算の単価は 1,000 円/10a 減額となる。 

 

７ 返還の免責要件                            

  ５年間の協定期間中に農業生産活動が行われなくなった場合や農地を転用した場合は、

原則として協定の認定年度に遡って、該当農用地についての交付金を返還する必要があり

ますが、次の免責事由に該当する場合には、返還が免除又は要件が緩和されます。 

 

免責事由 ※一部抜粋 返還の範囲 金額 措置される次期 

協定農用地について耕作又は維持管理が行われなかった場合 

 

 

 

 

 

 

 

 ①②以外 全協定農用地 全額 認定年度以降返還 

① 

 

 

 

・農業者の死亡、病気、その家族の病気等 

・自然災害の場合 

・土地収用法に基づき収用もしくは使用を受けた場合 

・農業用施設用地とした場合等 

     

- 

 

 

    

免除 

  

 

当該農用地について 

当該年度以降交付停

止 

 

 

② 

 

新規就農者又は後継者の住宅に供する場合 

林業又は水産業用施設用地とした場合 

当該農用地 

 

全額 

  

認定年度以降返還 

 

  

※下記のような協定参加者全体で達成すべき事項が達成できなかった場合、基礎単価分、

体制単価分、加算分それぞれについて協定農用地全体が遡及返還対象となる。 

・多面的機能を増進する活動や農道・水道等の維持管理 

・体制整備単価（集落戦略の作成） 

・加算措置の取組目標 



中山間地域等直接支払制度 対象地域図(第５期対策) 
 

                            令和６年４月１日現在 

 

        一般地域：地域振興 4 法の指定地域（市町村又は旧市町村単位） 

        一般地域：棚田振興法のみ指定地域（旧市町村単位） 

        特認地域 要件Ａ：一般地域に地理的に隣接する地域（センサス集落単位） 

        特認地域 要件Ｂ：農林統計上の中山間地域（S25 年の旧市町村単位） 

※特認地域 要件Ｂは平成 29 年 12 月の農業地
域類型を反映 

※棚田振興法については令和 2 年８月 20 日指
定を反映 

 



（別紙）

○ドローンを活用した集落ぐるみの共同防除作業

○農福連携による就労支援

○歴史ある農業用水「まんぷ」を守り活かす!

集落協定の主な取組事例

吉備中央町の中部にある室納地区は、基盤整備事業
によりほ場の区画が整備された地区で、地域住民が一体
となって農地等の保全に努めている。
令和２年度より、生産性向上加算を活用し、ドローン操
作資格と機体の購入を行い、集落ぐるみで共同防除作業
を行うことで、労力の軽減と効率化を行い、将来にわたり
農地の保全を行っていく体制の構築を進めている。

むろのう

室納 集落協定（吉備中央町）

協定面積：31.9ha 交付金額：674万円

専用オペレーターの育成

高齢化が進む現状の中、将来の農地の保全を模

索するため、農福連携による特別支援学校と連携

した就労体験を受け入れ、地域住民との交流を行

い、新規就労へつながる活動に取り組んでいる。

また、構成員による農業用ドローンを使った水稲

防除作業に取り組み、個人作業の負担軽減と集団

防除による効果増を図る農業のスマート化を進めて

いる。

ひらまつわさむぎ

平松・早麦集落協定（井原市美星町）
協定面積：9.7ha 交付金額：217万円

特別支援学校と連携した就労体験

協定内には「まんぷ」と呼ばれる農業用水がある。貯

水量が少ないため池に水を集めるため、明治時代中期

に山瀬を集める集水溝と、集めた水を池に送る長さ約46
ｍの隧道を人力で開削。
以来、集落の共同活動としてまんぷの保全管理を行っ
ており、現在でも川からポンプアップした水を通し、周辺
の水田約7haを潤している。
毎年、地元小学生を校外学習の一環として受け入れ、
農業に対する理解を深める機会をつくり、ともに先人たち
の偉業を語り継いでいる。

いなほ

稲穂集落協定（美作市）
協定面積：5.7ha 交付金額：71万円

校外学習での体験風景

農業用水「まんぷ」

【主な取組実績】
○ドローンを使っての共同防除作業
○農道・水路等の維持管理・整備

【主な取組実績】
○農福連携による就労体験と交流

○農業用ドローンによる集団防除

【主な取組実績】
○周辺の草刈、水路管理等による機能維持と景観の保全
○地元小学校と連携した校外学習の場の提供

ドローンでの空中散布の様子

ドローンによる防除作業
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